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第1編 基本方針

6 政務調査費の概要

弓1~政務調査費とは ;

政務調査費とは､会派または議員が行う議会の調査研究活動 (政務調査活動)に資

するために必要な経費の 一･部として交付されるものですD

従って､政務調査活動以外の経費に充当することは認められていませんO

具体的には､議会の果たすべき役割が､

(1)課題別､地域別等に住民意思を代表し､政策を形成することO

(2)執行機関が行う施策の評価および監視をすること

と考えられることから､以下の活動が政務調査活動と考えられますO

① 会派または議員が､県政の--般課題､議会で審議する案件について行う調査研

究､情報収集のための活動

② 会派または議員が､本会議や委員会で行う質問について行う調査研究､情報収

集のための活動

③ 会派または議員が､国､市町村の政治家､行政関係者との意見交換､情報収集

のために行う活動

④ 会派または議員が､各種団体関係者との意見交換､情報収集のために行う活動

⑤ 会派または議員が､住民からの要望､意見聴取､住民との意見交換のために行

う活動

⑥ 会派または議員が､住民に対して行う広報活動 など

《参考)

政務調査活動以外の活動には二次のような活動が考えられますO

ア 議会活動

本会議､委員会および福井県議会会議規則に規定する ｢協議等の場｣に係るも

ので費用弁償の対象となる活動 (公務と位置付けられたことによる追加)

イ 後援会活動

後援会主催の報告会等の活動

り 議員の個人的活動

慶 弔､見舞い,段別､時候挨拶等の交際的経費､地域社会での儀礼的な活動行

事､親睦 ･レクリェ-ション活動

工 政治 ･政党活動

政党や政治団体､政治家が行う集会や行事への参加､政党役員業務等の活動お

の開催または参加､ならびにすべての選挙活動
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政務調査費の交付制度は､次の規定等が根拠となっていますO

･地方自治法 第 1()0条 第 ト4項および第 15項

目iL高井児政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福井県条例第二日ぅ巧)

弓鋸相を政務調査費の交付に関する条例施行規程 (平成20年福杵県議会'riテ示第]汚)

･福井県政務調査費の交付に関する条例施行要綱 (平成 13年4月Hj施行)

政務調査費の充当にあたっては､社会通念 J二妥当な範囲のものであることを前提と

して､次に掲げる原則を満たすものでなければなりませんO

ア 実費弁償の原則

政務調査活動に伴う交通費､宿泊費等の経費の充当は､活動が自発的な意思に基

づいて行うものであることから､社会通念_L許容される範囲で実費を充当すること

が原則となりますO

イ 証拠主義の原則

政務調査の活動報菖書や活動を裏付ける客観的な証拠に基づき､調査研究活動の

内容が説明できるよう､会計帳簿およびその他の証拠書類等を整理保管しなければ

なりませんC

ウ 環境整備への充当禁止の原則

政務調査費は､原則的に調査研究活動に直接かつ必要な最小限の経費 (対価)に

充当するものですから､車両や事務所の購入または直接必要としない美術品や衣類

等の購入など､環境整備費にまで充当することはできませんO

エ 交付年度行為に係る政務調査費充当の原則

政務調査費は交付年度内に実施された政務調査活動に対して充当するものです

から､過年度に支出した経費の計上など､当該年度に支出の実態のない経費には充

当できませんo
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政務調査費制度の流れ
[｢~東面面対象とな底面｢ 蜂 例第 2､3条]

政務調査費は､福井県議会の会派および議員に交付されま(｢｡この場合､所属議

員が 1人の場合も会派として取扱いますcl条例第 2梨｡

月の初日に議員の職にあることおよび会派に所属していることが交付対象の要

件となります｡ただし､月の初日に会派の解散や議員の辞職があった場合には､そ

の月は交付の対象とはなりません｡[条例第3条]O

※区二至亘薮] 操 例第3条]

議員 1人当たり月額30万Fほ し､各会派が会派に配分する額と所属議員に配分

する額を決定します｡(条例改正による)

※3｣食連星冬は議員の届出 【条例第4剰

会派または議員は､次に掲げるそれぞれの場合において､それぞれに定める届を

議良に提出しなければなりません｡

会派の届出は､議会運営 i二の会派とは別に提出しなければなりませんO

この届出に基づき､議長はその旨を知事に通知します｡

(丑 会派の届LIJ.

･議員が会派を結成したとき ｢会派結成属目 規程様式第 1ijj]

｡会派に異動が生じたとき ｢会派異動届｣囲 程様式第2号]

･会派が解散したとき ｢会派解散届｣L規程様式第3号]

｢会派に異動が生じたとき｣とは､会派結成届の内容に変更があったときの

ことで､会派の代表者や政務調査費経理担当者が交代､または会派の所属議員

数に変更があったときになりますO

② 議員の届tLlj,

･議員が政務調査費の交付を辞退しようとするとき

｢政務調査費交付辞退届 (議員)｣囲 程様式第4腎]

且｣堅塁昼型重要塑至里連星｣ [条例第6条]

知事は､篠年度当初に議長からの通知に基づいて､政務調査費の交付決定 (年間

所要額)を行い､会派の代表者または議員に通知します｡

また､会派の所属議員数に変更があった場合など､既に行った交付決定に変更が

生じた場合は､ 改めて変更の交付決定を行います0

5政務調査費の請求および交付 喜榛 例第7条]

会派の代表者および議員は､四半期ごとに各四半期の最初の月 (4月､7月､

10月､1月)の 10日 (そゐ日が休 日にあたるときはその翌日)までに政務調査

費を請求しますD

政務調査費の請求があったとき､知事は速やかに交付します｡
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交ィ､Jの方法は､｢=/Lî;振替により行いますO

なお､-一つのt邸F-期の途中に､異動等により追加1の交付を受けるときは､交付を

受けるべき額から壁に交付を受けた額を控除した額を､速やかに請求することとな

生じたときは､これを速やかに返還しなければなりません｡

桓コ 頭 重車重の対象経費 日 条例第8剰 囲 程第3条]

会派および議員は､政務調査費を使途基準L規程第3条別表 1､2】に従って使用

しなければなりません｡

会派と議員の使途基準で異なる点は､執行主体のほか､議員の使途基準では､議

員を対象とする研修会や講演会等の開催に要する経費が認められていないことですO

匡二麺 尊書の提軒｣ 探 例第9剰 憐 程第4条】

会派の代表者および議員は､政務調査費の交付を受けた年度の終 j'後､収支報告

割 規程様式第5､6号]に所要事項を記載のうえ､政務調査費の支出に係る領収書

その他の収支報告苦の内容を証する書類の写しを添えて､交付を受けた年度の翌年

度の4月30日 (そのFjが休日に当たるときはその前日)までに議長に提出しなけ

ればなりません｡

ただし､年度の途中で会派が消滅した場合や議員の任期満了､辞職等があった場

合には､その事由が生じた日の翌日から起算して30lj以内に収支報告書を提出す

ることになります｡

また､提iHJ.した収支報告書を訂正.しなければならない場合は､訂正届けを議長に

提出するとともに､提出済みの収支報告書を訂正し､その訂正箇所に認印を押印し､

訂正年月日を記載しなければなりませんO

この場合､削った場所の部分は､これを読むことができるように字体を残しますQ

桓･唾 榛 例第9梨 園 程第5粂]

会派の代表者および議員が収支報告書を提出するときは､"政務調査費の支出に

係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類"の写しを添付しなければなり

ません｡

=政務調査費の支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類Mとは､

次のとおりですD

ア 領収書等 (領収書その他支出を証明し得る書類)

領収書､受取書､振込受慎吾､クレジットカードの支払い明細書その他こ

れに類する書類で､支lIJJ.を証明し得る書類をいいますO

イ 支払証明書
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領収書等を取得することが因異な場合 (日動販売機で購入した切符代等)に

は､領収吾等に代えて､会派にあっては会派の経蝉責任者が､議員にあっては

議員iJ】身が支払証明吾により証明するものですC

ウ 政務調査費の使途内容を証明する書類 (追加)

児外 与海外視察調査報告書､研修 ｡講習受講報告苦､陳情 書要望報告と賢､調

査 ･研究業務委託報告書､議会活動に関する報告会 (県政報賃会)資料や広報

紙等をいいますO

収支報告薯に添付する ｢領収書その他の収支報告書の内容を証する書類 (禎収苦

等､支払証明害､政務調査費の使途内容を証明する書類)｣の写しに､福井県情報

公開条例で定める個人情報等の非公開情報が記載されている場合は､この部分を伏

せて閲覧に供することとされているので､会派および議員におかれましても､必要

と思われる部分はマスキングの上､提出してくださいD

この場合､マスキングの対象としては､福井県情報公開条例に規定する

① 第7条第 1弓において ｢個人に関する情報｣であって公にすることにより個

人の権利利益を害するおそれがあるもの､

② または､同条第2号に規定する ｢法人その他の団体に関する情報または事業

を営む個人の当該事業に関する情報｣であって当該法人等または個人の権利､競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが考えられます｡

具体的には､次のようなものが挙げられますO

イ 個人に関する情報

･支払相手方の氏名､住所 (雇肝する職員の氏名など)

･払込先の金融機関名､n座番汚 (給I封辰込口座など)

･禎収吾の印影

･電話番号 など

口 法人等に関する情報

｡領収書の従業員氏名 ･印影 など

ハ 議員個人に関する情報

･通帳残高および政務調査費に充当した経費以外の記載

･クレジットカ- ド売上票または利脚 も明朗書のうち政務調査費に充当した経費以

外の記載

弓巨公開の電話番号､住所 など

LIO議緬 ｢]探 例第 10条]

収書その他の収支報告吾の内容を証する書類の内容を調査し､使途基準に適合した

支lHJ,であることを確認しますG

政務調査費の適正な運用と円滑な執行に資するため､具体的には､議会事務局職

員による斧類確認や相談を実施しますC
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呈まによる書類確認や相談を実施しますo

〔lj 議会事務局職員による収支報吉舎等の確認

年度終了後､全会派および全議員から提出された収支報告苦等の全ての書類を

対象として､芳面 Lの確認を行いますO

② 事前チェック制度

年度上半期分 (4-9月)について 10- 11月頃に､会派または議員の希望

に応じて､議会事務局職員が事前に確認チェックしますO

(卦 相談制度

事務局職員が年度を通して､手続きや使途基準等の運用面について随時の相談

に応じます｡

④ 説明会の開催

政務調査費交付制度に共通する問題点や疑義に対する説明の要望があるとき

は､全体の研修会や各会派の総会等を利用して､説明を行いますO

コ 探 例第 11､ 12条]政務調査費の額の確定および返還請求

知事は､議長から送付された収支報告書の内容を審査し､適当であると認めたと

きは､政務調査費の額を確定し､会派の代表者および議員に通知します｡

この場合において､確定に係る額を超えて政務調査費が既に交付されているとき､

つまり過渡しがある場合は､期限を定めてその差額を請求することになります｡

匿夏二重重要痕 奮あ整理保管 t囲 程第6条]

会派の政務調査費経理責任者および議員は､政務調査費の支出について､会計帳

簿を調製し､その内訳を明確にするとともに､証拠書類等を整理保管し､収支報告

害を提出した目の属する年度の翌年度の4月 1日から起算して5年を経過するH

まで保存しなければなりません｡

たとえば､平成20年度分を例にしますと､収支報告薯を提出した日の属する年

度は21年度となりますから､その翌年度の22年4月 1日から平成27年 3月3

1E]まで保存しなければならないことになります｡

会派が解散等により消滅した場合であっても､保存を義務付けられている経理責

任者が､保存期間が経過するまで､証拠書類等を保存しなければなりません｡

また､議員が死亡した場合においては､その相続人が収支報筈書を作成して提出

するとともに､保存期間が経過するまで証拠書類等を保管しなければなりませんO

匝 ｢夜妄転義香車 垂 直 コ 探 例第 13条]囲 程第7条】

議長に提出された収支報告菩等は､福井県情報公開条例に基づく開示請求の手続

きを経ることなく､政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき､誰もが簡易な

請求手続きにより閲覧が可能です｡

そこで､閲覧書類に､福井県情報公開条例における非公開情報が記載されている
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場合には､同条例の取扱いと同様に､この情報部分を伏せて閲覧に供することとし

ていますO

このため､会派および議員が収支車腔r.夏姿に領収書等を添付して提出する際には､

必要と思われる部分をマスキングの L 堤とiJlしていただくこととしています｡

閲覧に供する日は､政務調査費を執行した年三度の翌年度の7131日からですo

[規程第7粂]｡
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第2編使途基準

t政務調査菅の使途基準
会派および議員が政務調査活勤を行うため､次の墳目について政務調査費を充当できま

すol福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程 別封

別表第 1関係 (会派に係る使途基準)

項 目

調査研究費

研 修 費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

広 報 費

事 務 費

内 容

調査委託に要する経費

｡県内外および海外調査費

･情報収集を目的とする意見交換会または説明会の実施費

･情報収集を目的とする意見交換会または説明会の参加費

･県の事務および地方行財政に関する議員連盟等の参加費

｡国､関係機関に対する要望活動実施費

｡民間シンクタンク等への調査委託費

･学識経験者等への調査依頼費

会派が行う研修会､講演会等の実施に必要な経費､ならびに他団体が開

催する研修会､講演会等への所属議員および会派が雇用する調査研究杏

補助する職員等の参加に要する経費

･議員を対象とした研修会､勉強会等の実施費

｡議員研修を目的とした講演会等の実施費

会派が行う会議の開催に要する経費

･議員間の協議 ･意見調整を目的とする会議の開催費

会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

会派が行う調査研究のために必要な図書､資料等の購入に要する経費

会派が行う議会活動および福井県政に関する政策等の広報活動に要す

る経費

･政策報告会､説明会等の実施費

･政策活動に係る広報媒体への掲載費

会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

人 件 費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
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別表第2関係 (議員に係る使途基準)

･-1Ir

.

〟~州…NT Wm｢

調査研究費

研 修 費

会 議 費

資料作成費

資料購入費

広 報 費

事 務 費

人 件 費

内 容

議員が行 う福井県の事務および地方行財政に関する調査研究ならびに

調査委託に要する経費

県内外および海外調査費

情報収集を目的とする意見交換会または説明会の開催費

･ 情報収集を目的とする意見交換会または説明会の参加費

･県の事務および地方行朋政に関する議員連盟等の参加費

･ 国､関係機関に対する要望活動

･民間シンクタンク等への調査委託費

･学識経験者等への調査依頼費

1 他団体が開催する研修費､講演会等への議員および議員の雇用する

調査研究を補助する職員等の参加に要する経費

2 議員 (共同開催を含む)が行う研修会等に要する経費

･研修会､勉強会､講演会等の参加費

議員が行う会議の開催に要する経費

｡議員間の協議 ･意見調整を目的とする会議の開催費および参加費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

議員が行う調査研究のために必要な図書､資料等の購入に要する経費

議員が行 う議会活動および福井県政に関する政策等の広報活動に要す

る経費

･ 政策報告会､説明会等の実施費

･ 政策活動に係る広報媒体への掲載費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
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§l政務調査費を充当することができない経費

政務調査費を充当することができませんO

政党活動への支出

政党活動､県連 (政党等)活動

政党の広報誌､パンフレット､ビラ等の印刷および発送料

党費､党大会賛助金､党大会参加費､党大会参加旅費等

･政党組織の事務所の設置および維持経費 (人件費を含む)

･会派の役員経費

※ 政党や政治団体等が主催するセミナー等､調査研究に資するものは政務調査

費の対象となります｡

(例)マニフェス ト勉強会､経済セミナ-､政策フォ-ラム 等

口 選挙活動への支出

･衆参議院選挙等に当たっての各種団体への支援依頼活動､選挙ビラ作成等

･選挙関係に係る経費､選挙活動費

□ 後援会活動への支出

･後援会活動に要する経費

･後援会事務所の設置および維持に要する経費 (人件費を含む)

｡後援会の広報誌､パンフレット､ビラ等の印刷および発送料

｡後援会が主催する報告会等の開催経費

口 私的活動への支出

(慶弔､鰻別等)

･見舞い (病気､災害)､香典､花輪供物､祝金､健別､寸志､中元､歳暮等の費用､

慶弔電報､年賀状の購入または印刷経費

(冠婚葬祭の出席費用)

･葬儀､祝賀会､結婚式､祭り

(宗教活動)

･檀家総代会､報恩講､宮参り

(親睦会､レクレーション等)

･議会内の親睦団体 (議員野球､ゴルフ)の会費等､観光､私的用務等にかかる旅行

(議員個人の私的目的のための活動)

･ボランティア活動等の議員個人に帰属する経費

･民間法人の活動､町内会活動

･個人の立場で加入している団体等に対する会費等

(例 町内会費､公民館費､壮年会費､PTA会費等)

L__ー…………～_NW一m【什
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講演のための旅行
※ ただし､講演内容が調査研究に資するもU)は政務調査費の対象となります｡

(例) し〕〔つスター-ルでの講演

(政務調査とみなされない会議等)

･挨拶､会食やテープカットだけの出席

･公共仁王]体等の会議等で政務調査とみなされない会議

(例 地元説明会､市民体育大会等)

｡議員が役職を兼ねている団体の役員会等への出席

(例 土地改良区理事長､JA理事等)

= 使途項目別の基準

_mM…｣

Ll調査研翠撃｣

会派または議員が行 う福井県の事務および地方行朋政に関する調査研究な らびに

調査委託に要する経費

6) 主 な支出科目と留 意点

主な支出科目

会 議等負担金

② 執行上の留意点

具体的な使途例示等

交通費､宿泊費等

茶菓,弁当代

会場費､機材借上料

調査委託費

科目別基準 ｢旅費｣参照

科目別基準 ｢会議等負担金｣参照

科目別基準 ｢食糧費｣参照

業務の委託等については､委託業務の名称､目的､具体的な調査事項､萎

び委託金額等を記載した委託契約苦の締結ならびに報告書等の成果物を客

が求められますO
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③ 該当する経費例

｡県内外調査旅費､海外調査旅費

中県政に関する執行部からの説明会等の鮎酎こ要する経費

中国､市町､および各種団体等が 主三催する会議の紳 酎二変する経費

｡臥 関係機関に対する要望活動 (議員派遣によるものを除く)

･県政に関する有識者等との意見 甘情報交換会への出席または開催に要する経費

B 地域住民との意見交換会に要する経費

｡実態調査等を実施する経費

｡民間シンクタンクまたは学識経験者等への調査委託費

･県政に係る議員連盟活動経費

④ 対象外の経費例

｢
毒

…M
M

〟i

け挨拶､会食やテ-プカットのみの行事等への出席に要する経費

(例)(丑 JA､漁協､土地改良区および森林組合の総会の挨拶だけの出席

② 町内会､老人クラブ､青年団､壮年会および婦人会の新年会

(卦 県有施設および県道の起工式､竣工式の出席

･飲食を主目的とする懇談会､意見交換を伴わない会合の参加経費

｡県有施設や県道等の起工式､竣工式の出席に要する経費

｡議員が他の団体の役職を兼ねている場合において､その団体の理事会､役員会およ

び総会等の出席に要する経費

･団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合､その団体に対して納める年会費､

桓=垂垂麺=]
｡会派が行う研修会､講演会等の実施に必要な経費､ならびに他団体が開催する研修

会､講演会等への所属議員および雇用する調査研究補助職員の参加に要する経費

･議員 (共同開催を含む)が行う研修会等に要する経費

① 主な支出科目と留意点
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② 執行止の留意点

会派または議員の調査研究描助職員等が参加再仙る場合は､斥紺iの事実が確認できる

ことが必要ですO

該当する経費例

政策研修会､フォー-ラム､

｢

｣

③
｢

L

④

勉強会等の開催経費

研修会､講演会等への参加旅費および参加負担金､会費等

議員自らが講演を行うための交通費

開催準備打合せ経費 ･

≡

《参考》

ギフト券)等の経費で､謝礼先など支出の客観的な確認の

｢研修会を行った際の昼食弁当代｣ 瞳都地裁平成 16年9月 15円判決]

研修会等の場でお茶や茶菓子を超えて食事を提供することまでは通常行われないものであ

り､研修会が長時間にわたるなどして食事を必要とする場合があるとしても､その費用は本来
その参加者らが自ら負担すべきものというべきであり､かかる費用負担を求めることがためら
われるのであれば､主催者が私費にて負担すべきであるとするD

区二二套車重二]
各種会議の開催に要する経費

a) 主 な支出科目と留意点

主な支出 科目 具体的な使途例示等

旅費 交通費 科目別基準 ｢旅費｣参照

食糧費 茶菓､弁当代 科目別基準 ｢食糧費｣参照

使用料 会場費､機材借 上料

⊆その他

② 執行上の留意点

会議費における食糧費については､社会通念_ヒ妥当なものであると認められるとと

もに､会議との 一体性が持たれている場合に限り､政務調査費を充当することができ

ますO

会議の実施に当たっては､極力昼夜食の時間帯にかからないよう配慮することが必

要です｡
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③ 該当する経費例

Em
i

L

本会議や委員会等の質問について行う調査研究 ｡情報収集のための会読 (会派総会

政務調査会等)開催経費

議会役を蓬人事等に関する会議に変する経費 措 森地裁判決]

区=垂車重頭重コ
議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

1 主な支出科目と留意点

主な支出科目

印刷製本費 資料印刷代

その他 原稿料､翻訳料

具体的な使途例示等

は当該項目で計上しますO

･調査報告書の印刷経費

･政務調査会等の会議資料の印刷経費

･研修会資料等の印刷経費

･原稿料､翻訳料

･資料コピー代

I5資料購麺コ
調査研究に必要な図書､資料等の購入に要する経費

① 主な支出科目と留意点r

② 執行上の留意点

ト

書籍購入費

新聞雑誌購読料ほか

具体的な使途例示等

書籍､職員録､議員手帳等の購入は､原則各 1部
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③ 該当する経費例

｡吾籍､担l書購入費 (Ci)--ROM､DVD等購入を含む)

･新聞､雑誌購読料

･特定政党の機関紙その他の発行紙の購読料 田19.5.25音森地裁判決]

④ 対象外の経費例

･調査研究 との関連が明 らかでない新開等の購読料

｡議員の任期を超える購読料前払いに係る経費

リ司窓会名簿,映画DVD購入費 lH19.5.25青森地裁判鞘

｢スポーツ紙の購読｣ 掃 森地裁平成 18年 10月20日利鞘
スポーL-ツ紙は､---般に娯楽性が高い読み物であり､政務詞査活動に直接かつ具体的に関わる

ような特段の事情がない限り､政務調査費の充当は認められない｡

極 コ
議会活動および福井県政に関する政策等の広報活動に要する経費

① 主な支出科 白と留意点

主な支IEl摘吊] 具体的な使途例示等

② 執行上の留意点

｢ 義 蒜 表 示 宕 論 議 蒜 蒜 蒜 蒜 蒜 蒜 表す 二義 這 ㌫ 議 論 LTI発行する場合は､原則 として､政務調査活動 日的に要 した紙面の割合等によ り按分

｣ しますO
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活動報菩会等に使用する会場､放送設備使月描･等

街頭における政策広報活動に要する経費

開催案内等の郵送料､広報物の運送料

新聞､雑誌等の掲載料

政策活動に係るホ-ムぺ--ジの作成 8更新費
】… 】…ー……m M山…m m ｣

i:7m 事務費 t
調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(彰 主な支出科目と留意点

事務費について政務調査費を充当する場合は､"環境整備への充当禁止日の原則

から､事務所の購入や建築等工事ができないことはもとより､車などの資産形成に

つながる高額な物品の購入やり-ス､その維持管理､絵画等の美術･装飾品の購入､

および調査研究活動に直接必要のない個人用の備品等を購入できないなど､十分注

意する必要があります

② 該当する経費例

筆記用具､用紙代等の事務用品代

事務機暑離籍入費

機器等リ-ス料

政務調査活動のため専用の車両を臨時的に借用する経費

政務調査のため事務所借上料

電話料金 (固定､携帯)､ファクシミリ使j醐1,
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L

電気 ･ガス V水道料

(光熱水費は､別メータ-によることが望ましい)

ごみ処f臥 清掃､警備等の委託費

③ 対象外の経費例

日常/日射‡ほざ,(クスリ､化粧品等)に係る経費

携帯電話､名刺代､スポJy紙

来客用以外の飲料水､茶東の経費

有用性が低く､政務調査活動に直接必要としない備品の経費

(冷蔵庫､ソファ-､美術 ･装飾品等)

資産形成につながる高額な備品の購入費またはリ-ス料

車 両の購入費､維持管理費 (車検､税金､保険等)

電報代､レタックス料

資産価値向上につながる大規模修繕費

事務所購入に係る経費 (不動産購入､建築工事等)

事務所借上げに係る敷金 弓L金 ･仲介手数料等

事務所の火災保険料

自己使用のための駐車場借上料 (来客用は可)

政務調査活動の拠点として実際にそこで継続的に行っているという実態が必要

､外形的な要件としては､次のようなことが考えられますO

事務所としての外形上の形態を有していることD

(00事務所等の看板が設置されていることが望ましい)

② 事務所としての機能 (事務スペース､応接スペース､事務酬備品等)を有していることO

⊆③ 連絡要員等を配置していることc
L_.･..･._一一一､._一....._._MN… W .m【一.I.+

⑤ 事務所賃貸に係る留意点

親族等が所有する事務所等の借上げ

議員本人および生計を一にする親族等が所有する建物への賃借料に政務調査費を

充当することはできませんo

なお､自己所有物件や自宅を事務所として使用する場合の管理運営費 (光熱水草､

電話料等)については､家族用と分離または適切な按分によることが望ましいと考

えられます｡

関連会社等からの賃借

関連会社､政治団体 (後援会)の所有に係る建物を賃借する場合は､

① 契約当事者の 一方が会派代表者または議員であることO

② 賃貸借契約書が作成されていること｡

③ 客観的に支払いが確認できることO などが必要ですO

《参考》
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して取り扱われますG

なお､拭族が同 一の家屋に起居している場合には､明らかにおtiいに独立した生活を営んで

いると認められる場合を除き､これらの親族は ｢生計を-一にするものとして取り扱われます｡｣

関 税庁 所得税基本通達2--47抜鞘

;8 人件費 .
政務調査活動の補助業務のため常時または臨時に雇用した職員の給料､手当､社会

保険料､アルバイ ト賃金等の経費

① 主な支出科目と留意点

人件費については､原則として､次の要件を満たす必要がありますo

i 雇用契約苦が取り交わされていることQ

ii 調査研究を補助する勤務実態があることo

iii 給与支払報告書 (源泉徴収票)が提出されていることo

iv 給与等の支払いが客観的に確認できることo

v 雇用保険､労災､その他の雇用主の義務が発生する内容であれば所要の手続

きが行われていることQ

･親族の雇用

上記 =人件費充当の要件Hを満たす限り､親族の雇用に政務調査費を充当できます

が､一般的に誤解を招きやすいことから､親族が調査研究活動に関して専門的知識

がある場合など (通訳等専P開勺抜補の補佐､身体介護的補佐)､雇用する特別な理由

がある場合に限り､政務調査費を充当することが望ましい｡

･政務調査活動以外の活動も行っている職員への充当

政務調査活動の補助業務以外の活動にも従事している者の人件費は､按分して充

当することとなります｡
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収支報告書への集計を円滑かつ体系的に処理するため､また政務調/盃費に充当した

経費の分析を容易にするため収入､支払科[~】を設け､政務調査費の経蝉に当たっては

使途項日ごとにこの科巨=こより経堆することとしますD

収入､支払科目の種類および内容は次のとおりですO

一 1 9-



消耗品費
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∨ 主な支払寺斗目の運用基準

区=軽重二]

政務調酎吉敷の旅行に磐する旅費については､支払科目で定めるもののほか次とお

り取り扱うこととしますっ

票 忘 云 三 三 二 一｢
1.他に利用できる公共交通機関がないあるいは運行本数が少ない場合､

等､合理的な理由がある場合に利用できるものとします｡

特に､運転代行の利用は､会合自体が実質的な意見交換を中心としたものであり

飲食が政務調査活動として会合と小体性を持っている場合に限りますO

･宿泊料のうち､マッサージ､有料テレビ料金､客室冷蔵庫使用に伴う経費は充当

できませんO

旅行代理店を通じて手配した場合等は領収書等を添付
自家用車を使用する場合の距離の計測は､議員の実測または別途簡易方法による

算出距離によりますo

宿泊する場合､別途､食事料を支払う場合は､相当額を宿泊料から減ずるものと

しますD

しかしながら､会議等の 削星者から示された日程等により他の宿泊施設を利用

ることができない場合で､これにより難いときは,旅費額算定上の上限額に拘

らず充当することができます｡

③ 旅費額算定上の留意点



2 会議等負担金 ､

政務調査活動の会費については､あくまでも実質的な意見交換が中心である場合に

限り政務調査費を充当することができますO

② 執行上の留意点

意見交換を目的とした会合に付随する懇談会費は､次の要件を満たす限り､政務

調査費を充当することができます｡

① 会派 (議員)が所属しない他団体が主催する会合であることO

② 実質的な意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であることO

③ 懇談会費の額が明確に定められていること.

④ その金額が社会通念上妥当な範囲のものであることO

③ 対象外の経費例

･活動総体が政務調査活動に寄与しない団体の会費

･飲食を主たる目的とした会合 (各種団体の新年会等)の会費

･個人の立場で加入している団体等の会費

町内会費､公民館費､壮年会費､PTA会費､婦人会費､スポーツクラブ会費､

商工会費,同窓会費､老人クラブ会費､ライオンズクラブ会費､

ロ-タリ…クラブ会費等

･他の議員の後援会や祝賀会の参Iul]会費

･宗教団体の会費

･会派や議員間の懇談 ･親睦を目的とした会合の会費

十 重軽賛_I
食糧費については､公職選挙法の制限に抵触しないことおよび社会通念 と妥当なも

(彰 食糧費算定上の留意点

1 茶 ･茶菓子等

意見交換会､識者を囲んでの研修会など､政務調査活

2 朝食 ･昼食

講師､助言者等への弁当代や政務調査活動として開催≡
1:.t∴､会合における朗昼食の経費

-22-

1人当たり

500円まで

1人当たり

1,500円まで



会派または議員が主催する会議等において､選挙区外の者に対する食事の提供

他者が主催する会議等で､これに連続した懇談会での飲食代

会派または議員が主催する会議等における茶菓提供

｢公職選挙法上の制限｣ [公職選挙法第 199条の2､第 199条の5]

意見交換会への参加者､研修会等に講師として招いた識者等に食事､飲食を提供

する場合にあっては､当該研修会等を会派が主催するものであっても､会派所属議

員の選挙区内にある者への食事､飲食の提供は公職選挙法で禁止されている ｢寄付｣

にあたるC

ただし､湯茶およびこれに伴い通常月日′)られる程度の茶菓を提供することは差し

支えない｡

③ 対象外の経費例

･議員の選挙区内にある者への食事､飲食の提供

･飲食を_~主三たる目的とした会合の飲食

｡会派や議員間の懇談 ･親睦を目的とした会合の会費

Vl 按分の基準
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が行われる場合等があり､これらを整然と峻別することは困難であることが多いと思

われます｡

こうした場合､政務調査費を充当するにあたっては､県民から誤解を受けないよう､

使用実態に応じて政務調査活動に要した経費相当額のみを按分により充当するよう

事務処理を行う必要があります｡

･l按分の基卒的な考え方 .

各活動の使用実態に応じた按分は､政務調査活動とその他の活動に要した時間(使

用頻度)等を含めた全部の時間等に対する当該政務調査活動の割合によって経費を

按分します｡

【按分の算出基礎となる指標の例】

l

2 使用実態による按分が難しい場合の考え方

各活動の使用実態に応じた按分が困難な場合は､政務調査活動とその他の活動数

の割合によって経費を按分しますD

この場合､案分率は2分の1を超えないこととされていますO

【使用実態による按分が難 しい場合の充当率限度表】

}∈ 区 分i 政務調査活動 ① 後援会活動(診 議員の個人③ 政治 .政党ぎ !的活動吉勤

パターン1.政務調査活動のみの場合 全額i

パターン3 1/3 1/3･政務調査活動 と他の二つの 1/3

活動とが共存する場合

パ夕-ン4 1/4 1/4 i/4政務調査活動と∴他の三 つの ≦ 1/4
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按分後の円未満の端数は､基本良射こは切り捨てとしますO

《参考か

rl｡Tの活動の中で 二つの活動が行われる場合等の按分｣

i平成 19年 4月26日 仙台高裁判決]

こうした場合､条理L､按分した額をもって政務調査費とすべきであり､特段の

資料がない限り､政務調査活動とそれ以外の二つの目的のために支tlJ,した場合には､

二分の--とするなど､社会通念に従った相当な割合をもって政務調査費を確定すべ

iきであるO
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第 3編 政務調査に係る事務処理

I 政務調査費管理システムによる帳簿等

政務調査費に係る経理事務については､事務の正確性､効率化の観点から政務調査

費管理システムにより事務処理を行うこととしておりますO

会派または議員が行った政務調査活動の情報を報告書入力画面から入力すること

により､提出書類または保管書類を作成し､印刷できるシステムとなっていますo

<政務調査費管理システムから件成する書類>

【提出書類】 領収書等添付票

支払証明書

収支報告書

政務調査費集計表

E保管書類】 会計帳簿

政務調査研究活動記録表

これ らの書類の作成に当たっては､｢政務調査費管理システム運用マニュアル｣に

基づき､必要事項の入力作業を行ってください.

日 政務調査研究活動記録表

政務調査活動の記録は､活動内容を記録し政務調査費に充当した経費の正当性を裏

付けるため作成するものです.

そのためには､活動年月日､場所､相手方､参加者､活動の具体的な内容および使

途項目等を記載し保存することが必要です｡

しかしながら､政務調査費を充当する場合であって､文具の購入に係る経費など説

明の実益が少なく､領収書等添付票や支払い証明書によって目的を達することができ

るものについては､活動記録の作成を省略することが可能であると考えられます｡

1 活動記録の様式

活動記録の様式は規程様式ではありませんが､参考として示した政務調査研究

活動記録表【参考様式 11により作成してください｡

2 時に記録する必要がある事例を例示すると次のとおりです｡

① 調査研究ならびに会議および研修等の揖席のため出張したとき

② 会派または議員が主催する会議､研修会､意見交換会等を開催したとき

③ 政務調査に関係する会合に関する飲食のあったとき

④ 広報活動を行ったとき

⑤ 業務委託調査を行ったとき など
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3 記録表の作成を省略することができると考えられる事例は次のとおりですO

｡資料購入に係る経費

･事務用晶の購入または借 1二げ経費

｡事務所の維持管理費

･人件費の支払い

= 会計帳簿

会派の政務調査費経理責任者および議員が備えるべき会計帳簿は､収支報告書作成

の基礎となるものですから､漏れのないように記載してください｡

会計帳簿の様式は規程様式ではありませんが､参考として示した会計帳簿様式 [参

考様式2jにより作成してくださいO

(会計帳簿)

① 収入または支払年月日の順に記帳します｡

② 収入または支払案件ごとに整理番号を付しますo

なお､この整理番引ま領収書等添付票や支払証明書に付す整理番号となりますo

③ ｢収入または支払年月日｣欄には､政務調査費の受領または支払いに係る年月

日を記入しますO

④ ｢使途内容｣欄には､政務調査活動に係る事業名または使途の具体的な内容を

簡潔に記入します｡

年度の精算手続き終7後､経理責任者または議員が保管しますC

‡∨ 領収書その他の収支報告書の内容を証する書類

収支報告書に添付すべき =領収書その他の収支報告書の内容を証する書類日とは､

領収書その他支出の内容を証明し得る書類 (叙収書等)と支払証明書､政務調査費の

使途内容を証明する書類に大別されますO

(提出書類としたことにより追加)

領収書､受取書､払込受取書など､支出を証明し得る書類をいいますO

ア 領収害とは､次の要件を満たすものをいいます｡

① 金額 ･目的物の表示があること

② 受領の文言があること

③ 受取人の署名 (発行者住所､氏名､印)があること

④ 削､ナの記載があること

(昏 あて名の表示があること (空白､上様は不可)

会派分にあっては原則会派代表､議員分にあっては議員本人とします
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イ 領収書と同等とみなすことができるもの

次に掲げるものについては､領収書と同等のものとみなします｡

① 受取書 (レシ- 卜)

② 払込受取書 (銀行等振込吾)

③ Ll座引落しにおける通帳の写し

④ クレジットカー ド売 L票または利用明細書

⑤ 入場料､入館料等の半券

桓二…豆払証明書と5吏]
次に掲げる場合のように､社会通念 と､領収書等を取得することが困難あるいはで

きないときは､支払証明書[規程様式第 9号]により証明することになりますo

① 自動券売機で購入した切符代等､通常は領収書が発行されないもの

② 旅費規程に基づき旅費額を算定したもの

③ 自家用車を使用して活動を行った場合の交通費

④ 緊急の場合等で､領収書を徴収するいとまがなかったもの

使途内容をより明確にするための書類であり､政務調査費管理システムから件成す

る書類 (P26記戟)以外で､次のようなものが該当します｡

提出資料 (公開卜 保管資料 (非公開)の区分表

活動内容 匪東を要するもの (公開) 匝蜜を要するもの (非公開)

県内における情報収集､ 会合等の開催通知

意見交換 (懇談会負担金がある場合)

県外 .海外視察調査 県外 .海外視察調査報告書

県外での研修 .講習受講 研修 .講習受講報告書 研修 .講習会の資料

県外での陳情 .要望活動 陳情 .要望報告書 陳情 .要望書

県政報告会開催 案内状や資料の現物または写し 送付先リスト､参加者リスト

広報紙の配付 広報紙の現物または写し 送付先リス ト

コピ-機等のリース等 契約書

調査 .研究業務委託 報告書等の成果物(簡易なものでも可) 委託契約書

補助する職員の雇用 勤務実績報菖害 雇用契約書源泉徴収票雇用保険等の加入証

(例)広報紙の発行部数､規格､配布方法等を確認できる明細 等

(ただし､電報代 ･レタックス料は対象外となるので､ 区分するための電話料

(国定電話､携帯電話)､郵便料等の明細 囲 )
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.∠l領収書等刺寸票の記入および編集要領

① 原則として､支払案件ごとに領収書添付票[規程様式第 10号Hニ領収書等を貼

り付けますOただし､同 -使途項E]で､同一費用内容に係るものについては､複

数の領収書等を貼り付けることができますC

この場合,写しを議長に提出することから､重ならないように貼付けてくださいO

② ｢整理番7[=3-｣欄には､会計帳簿に該当する整理番号を記入しますD

③ ｢支払年月EL再開には､支払いした年月日を記入しますo

④ ｢使途項目｣欄には､該当する使途項目を記入します｡

⑤ ｢使途内容｣欄には､会計帳簿に記載した "使途内容"を記入しますO

部に充当する場合における充当額を記載しますO

また､下段の ｢支払額｣には､領収書の合計額を記入しますo

按分による支出がある場合には､按分率を記載しますO

その他､経費の一部に政務調査費を充当する場合には､充当に係る根拠を記入

します｡

⑦ 年度の精算手続き終了後､経理責任者または議員は､その写しを収支報告書に

表紙を付けて添付し､議長に提出するとともに､原本を保管します0

15_支払証由書甲亘入および編集要~領~i

① 支払案件ごとに支払証明書[規程様式第9号]に支払年月日の順で記載 し､月ご

とに別葉とします｡

② ｢整理番号｣欄には､会計帳簿に該当する整理番号を記入しますO

③ ｢支払年月日｣欄には､支払いした年月日を記入しますO

④ ｢使途項目｣欄には､該当する使途項目を記入しますO

⑤ ｢使途内容｣欄には､会計帳簿に記載した "使途内容Mを記入しますO

⑥ ｢政務調査費充当額｣欄には､領収書の合計額または按分した場合や経費の一

部に充当する場合における充当額を記載しますO

また､下段の ｢支払額｣には､領収書の合計額を記入しますO

｢摘要｣欄には､旅費に係る経費については =目的地"ぉよび "移動距離日を､

場合には､充当に係る根拠を記入しますD

⑦ 年度の精算手続き終7後､経 理責任者または議員は､その写しを収支報告書に

表紙を付けて添付し､議長に提出するとともに､原本を保管しますO

∨収支報告書

収支報告吉の作成は､使途の内容について会派および議員白らが説明責任を果たす

ことによって､政務調査費の必要性等を県民に理解していただく意味合いも併せ持っ

ており､大変整要なものですC
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と1 収支報告書の提出て

会派の代表者および議員は､政務調査費の交付を受けた年度の終了後､収支報告書

t規程様式第 5､6号】に所要事項を記載のうえ､政務調査費の支出に係る領収書その

他の収支報菖害の内容を証する書類の写しを添えて､交付を受けた年度の翌年度の4

月30日までに議長に提出しなければなりませんO

ただし､年度の途中で会派の消滅した場合や議員の任期満了､辞職等があった場合

には､その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出するこ

とになりますO

弓2 甥車重車重の亘ネ車重_〕
(丑 ｢1収入｣には､収入項目ごとの収入額を記載します｡

② ｢2支出｣では､使途項目ごとの支出額を記載してくださいO

それぞれの使途項目欄に記載された政務調査費の支出額は､添付された額収書

等の写しに記載されている額面 (按分による充当および経費の一部に政務調査費

を充当した場合は政務調査費充当額に記入された額)ならびに支払証明書の額面

の合計と必ず一致しなければなりませんO

備考欄には､主たる活動の事業名や内容等を記載しますO

③ ｢3残金｣では､収入に計上された政務調査費等が全て使用された場合には､｢0

円｣と記載されることになり､0円以外の金額が記載された場合には､この額が

返還の額となりますo

また､収支報告吾に添付された領収書等の写しの内容から､使途基準に合致し

ない支出と判断された場合や額収書等の写しが添付されない支出にあっては､こ

の支出に相当する額も返還の対象となります｡

④ ｢政務調査費集計表｣では､使途項目ごとにそれぞれ科目別の支出額を記載し

ます｡

議長に提出した収支報告書は､訂正することができますO

この場合､訂正箇所を記載 した訂正届を議長に提出するとともに､提出済みの収

支報告書を次のとおり訂正します｡

① 訂正前の内容も分かるように見え消ししてください｡

② 訂正の箇所を線で消し､訂正後の内容を記載してください｡

③ 余釦 こ訂正年月日を記載してください｡

④ 訂正した全ての箇所に訂正者の押印をしてください｡

※ 二Lfil以上の訂正を行う場合は､(A)､(B)など､訂正箇所と訂正時期が

分かるように､それぞれの訂正箇所および訂正年月日の前に記号を付けてく

ださいO
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Vl 政務調査費の口座

政務調査費の受入れや調密活動経費への充当に当たっては､入出金の事実がかくに

んできるよう政務調査費専用のij座を設けてくださいO

なお､il座名義は､会派分にあっては会派代表者名義､議員分にあっては議員本人

名義となります｡
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Ⅶ 政務調査活動に係る事務処理の流れ図

政 務 調 査 活 動

Ⅰ 活動記録の作成

政務調査活動記録票
[参考様式1】

fI 会計帳簿o

会計帳簿 [参考

三一r■収入､支毛案伺[[

会派 (経理責任者)

または議員が整理保管

領収書等を徴する

Ⅲ 領収書等の整理

領収書等を
徹した場合

ア 領収書等添付

票に貼り付け

領収書等添付票
[規程様式第10号〕

領収書等を
徹し難い場合

イ 支払証明書
により証明

支払証明書
[規程様式第9号]

I
月ごとに別菓

Ⅳ 収支報告書の作成

収支報告書および

添付書類(①領収書等添付栗､②支払証明露

③使途内容を証明する畜類)

を議長に提出するとともに

会派 (経理責任者)または議員が整理保管

閲覧･情報公開対象
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関 係 法 令 集

政務調査費の交付制度は､次の法律および条令等に定められています0

地方自治法 (関係部分抜粋)

福井県政務調査費の交付に関する条例

福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程

福井県政務調査費の交付に関する条例施行要綱

33

34

38

42

地方自治法 (昭和22年4月 17日法律第67年)

(関係部分抜粋)

(調査権 p刊行物の送付 ･図書室の設置等)

第 100条

14 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査

に対 し､政務調査費を交付することができるOこの場合において､当該政務

調査費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければならない｡

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例に定めるところに

より､当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと

する｡
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福井県政務調査費の交付に関する条例

〔

平成13年3月26

福井県条例第 36号

改 正 平成14年7月10日条例第58号

改 正 平成19年 10月9日条例第65羊を

改 jE 平成22年3月 19日条例第 16号

(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 100条第 14項および

第 15項の規定に基づき､政務調査費の交付に閑し必要な事項を定めるものとする｡

(政務調査費の交付対象)

第 2条 政務調査費は､福井県議会の会派 (所属議員が一人の場合を含む｡以下 ｢会

派｣というo)および会派の所属議員に対し交付する｡

(政務調査費の額等)

第 3条 会派および会派の所属議員に係る政務調査費の総額は､所属議員 (月の初日

に会派に所属している者に限るO第 3項において同じ｡)-人当たり月額三十万円

とする0

2 会派は､前項に規定する所属議員一人当たりの月額を会派に配分する額および当

該会派の所属議員に配分する額に一律に区分するものとする0

3 会派に係る政務調査費は､前項の規定により会派に配分する額として区分された

額に所属議員の数を乗じて得た額とするO

4 会派の所属議員に係る政務調査費は,第 2項の規定により所属議員に配分する額

として区分された額とする｡

5 月の初日以外の日において､会派の所属議員の異動､会派の結成もしくは解散ま

たは議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた口の属する月の政務

調査費の交付については､これらの事由が生じなかったものとみなす｡

(会派の届出)

第4条 議員が会派を結成し､政務調査費の交付を受けようとするときは､代表者お

よび政務調査費経理責任者を定め､その代表者は､別に定めるところにより､次に

掲げる事項を速やかに議長に届け出なければならないo

l 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査費経理責任者の氏名

4 所属議員の氏名および住所

5 前条第 2項に規定する会派に配分する額および所属議員に配分する額
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2 前項の規定により届け出た事項の内容に異動が生じたときは､別に定めるところ

により､速やかにその旨を議長に届け出なければならない｡

3 会派が解散したときは､その代表者であった者は､別に定めるところにより､速

やかにその旨を議長に届け出なければならない0

4 政務調査費の交付を辞退しようとする所属議員は､別に定めるところにより､そ

の旨を会派の代表者に届け出なければならない｡

5 会派の代表者は､前項の届出を受けたときは､別に定めるところにより､その旨

を議長に届け出なければならない｡

(会派等の通知)

第 5条 議長は､第4条第 1項各号に掲げる届出事項を毎年度 4月 5日までに知事に

通知しなければならない0

2 議長は､前項の規定による通知をした後､第4条の規定による届出があったとき､

または議員の異動が生じたときは､速やかにその旨を知事に通知しなければならな

い｡

(政務調査費の交付決定等)

第6条 知事は､前条第 1項の規定による通知を受けたときは､当該通知に係る会派

および会派の所属議員に対し､当該年度に係る政務調査費 (年度の途中において

議員の任期が満了する場合は､議員の任期が満了する日の属する月までの政務調査

費) の交付の決定 (以下 ｢交付決定｣というO)を行い､その旨を会派の代表者お

よび所属議員に通知しなければならない｡

2 知事は､前条第 2項の規定による通知を受けたとき､または議会の解散があった

ときは､交付決定または交付決定の変更をし､その旨を会派の代表者または代表者

であった者 (以下 ｢代表者等｣という｡)および所属議員､所属議員であった者ま

たはその相続人 (以下 ｢議員等｣というO)に通知しなければならないO

(政務調査費の請求および交付)

第 7条 会派の代表者等および議員等は､前条各項の規定による知事からの通知を受

けた後､毎四半期の最初の月の 10日 (その日が福井県の休日を定める条例 (平成

元年福井県条例第 2号)第 1粂第 1項に規定する県の休日 (以下 ｢休日｣というC)

に当たるときはその翌日)までに､別に定めるところにより当該四半期に属する月

数分の政務調査費を知事に請求するものとする0

交付決定または交付決定の変更の通知 (政務調査費の増額に係るものに限る｡)杏

受けたときは､会派の代表者等および議員等は､別に定めるところにより､速やか

に当該四半期において交付を受けるべき政務調査費の額から当該四半期において

既に交付を受けた政務調査費の額を控除した額に相当する額を知事に請求するも
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のとする｡

3 知事は､前2項の規定による請求があったときは､速やかに政務調査費を交付す

るものとする0

4 -一の四半期の途中において､前条第2項の規定による交付決定の変更の通知 (政

務調査費の減額に係るものに限るO)を受けたときは､会派の代表者等または議員

等は､当該四半期において既に交付を受けた政務調査費の額から当該四半期におい

て交付を受けるべき政務調査費の額を控除した額に相当する額を速やかに返還し

なければならないO

(政務調査費の使途)

第8粂 議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､使途基準を定めなければなら

ない｡

2 会派および会派の所属議員は､前項の使途基準に従い政務調査費を支出しなけれ

ばならないO

(収支報告書)

第9条 会派の代表者および所属議員は､その年度の政務調査費に係る収入および支

出の報告書 (以下 ｢収支報告書｣という｡)を別に定めるところにより､翌年度の4

月 30日 (その日が休日に当たるときはその前日)までに議長に提出しなければな

らない｡

2 前項の規定にかかわらず､会派が消滅した場合には､会派の代表者であった者は､

当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を別に定めるところにより､消

滅した日の翌E]から起算して 30日以内に議長に提出しなければならない0

3 第 1項の規定にかかわらず､議員が任期満了､辞職､失職､死亡もしくは除名も

しくは議会の解散により議員でなくなったとき､または第4粂第4項の規定による

届出をしたときは､議員等は､これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告

書を別に定めるところにより､その日の翌日から起算して 30日以内に議長に提出

しなければならない｡

4 会派の代表者等および議員等は､前3項の規定により収支報告書を提出するとき

は､教務調査費の支損に係る領収書その他の収支報告吾の内容を証する書類の写し

を添付しなければならない｡

(議長の調査等)

第 10条 議長は､政務調査費の適iEな運用を期すため､前条の規定により収支報菖

書が提出されたときは､当該収支報告書および領収書その他の収支報告書の内容を

証する書類 (以下 ｢収支報告書等｣というO)の内容を調査し､当該収支報告書等

に記載された支出が第8条第 1項の使途基準に適合した支出であることを確認し

なければならないO
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2 議長は､前項の規定により使途基準に適合 した文吉iJ,であることを確認 したときは､

当該収支報告書等の写しを知事に送付するものとする｡

(政務調査費の額の確定)

第 11条 知事は､前条第2項の規定により収支報告書等の写しの送付を受けた場合

は､その内容を審査し､当該収支報告菩等に記載された支EtlL.が第8条第 1項の使途

基準に適合 した支出であると認めたときは､政務調査費の額を確定 し､会派の代表

者等および議員等に通知するものとするC

(政務調査費の返還)

第 12条 知事は､前条の規定により政務調査費の嶺を確定した場合において､その

額を超えて政務調査費が既に交付されているときは､期限を定めてその差額を請求

するものとするO

(収支報告書等の保存および写しの閲覧)

第 13条 議長は､第 9条の規定により提出された収支報告書等を､提出されたEjの

属する年度の翌年度の4月1日から起算 してTl年を経過する日まで保存 しなければ

ならない0

2 何人も､議長に対 し､前項の収支報告害等の写し (福井県情報公開条例 (平成

12年福井県条例第 4号)第七条に規定する非公開情報を除く｡)の閲覧を請求する

ことができるものとする0

3 前項の規定による閲覧の方法は､議長が別に定める｡

(委任)

第 14条 この条例に定めるもののはか､この条例の施行に関し必要な事項は､議長

が別に定めるO

附 則

(施行期日)

1 この条例は､平成 22年 4月 1日から施行するO

(経過措置)

2 この条例による改1上後の福井県政務調査費の交付に関する条例の規定は､この条

例の施行の巨】(以 F:｢施行日｣という｡)以後に交付する政務調査費について適用

し､施行 目前に交付した政務調査費については､なお従前の例によるo
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福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程

〔

平成20年3月

福井県議会告示第 1号
21も日 〕

改正 平成 22年 3月 31日告示第 1号

(趣旨)

第 1条 この規程は､福井県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福井県条例

第 36号D以IfI｢条例｣という｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとするO

(会派の届出)

第 2条 条例第 4条第 1項の規定による届出は､会派結成届 (様式第 1号)によりす

るものとする0

2 条例第 4条第 2項の規定による届出は､会派異動届 (様式第 2号)によりするも

のとする0

3 条例第 4条第 3項の規定による届出は､会派解散届 (様式第 3号)によりするも

のとする.

4 条例第 4条第 4項の規定による届出は､政務調査費交付辞退届 (議員)(様武第

4号)によりするものとするC

5 条例第 4条第 5項の規定による届出は､政務調査費交付辞退届 (議員)(様武第

5号)によりするものとする｡

(政務調査費の使途基準)

第 3条 条例第 8条第 1項の規定により定める使途基準は､会派に係る政務調査費に

ついては別表第 1､議員に係る政務調査費については別表第 2のとおりとする｡

(収支報告書の提出)

第4条 条例第 9条の収支報告書は､会派に係る政務調査費については様式第 6号に

よるものとし､議員に係る政務調査費については様式第 7号によるものとする｡

2 収支報告苦を訂正しようとする場合は､会派にあっては様式第 8号により､議員

にあっては様式第 9号により､訂正届を議長に提出するとともに､収支報告書の訂

正の箇所に認印し､訂正年月日を記載しなければならないOこの場合において､削

った部分は､これを読むことができるように字体を残さなければならないO

(収支報告書に添付すべき書類)

第 5条 条例第9条第 4項に規定する政務調査費の支出に係る領収書その他の収支

報告書の内容を証する書類は､領収書 (領収書と同等とみなすことができる書類を
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含むO以下 ｢領収書等｣というO)または支払証明書 (様式 10を子｡領収書等を徴

し難い事情がある場合に限る｡)とする｡

2 前項の領収書等は､額収苦等添付票 (様式11号)に貼付して収支報告薯に添付

するものとするO

(証拠書類等の整理保管)

第6条 会派の政務調査費経理責任者 (消滅した会派の政務調査費経理責任者であっ

た者を含む｡)および政務調査費の交付を受けた議員 (議員であった者およびその

相続人を含むO)は､政務調査費の支出について､会計帳簿を調製し､その内訳を

明確にするとともに､証拠書類等を整理保管し､これらの書類を当該政務調査費に

係る収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月 1日から起算して5年

を経過する日まで保存しなければならない｡

(閲覧)

第7条 条例第 13条第2項に規定する収支報告書等の写し (以下 ｢閲覧書類｣とい

うD)の閲覧は､次に掲げる方法により行うものとする｡

(1) 閲覧をしようとする者は､政務調査費収支報告書等閲覧請求書 (様式第 12号)

を議長に提出しなければならないO

(2) 各年度の政務調査費の支出に係る閲覧書類は､翌年度の7月 1巨は､ら閲覧に供

するものとする｡

(3) 閲覧に供する時間および場所は､別表第3のとおりとし､議長は､特に必要が

あると認めるときは､これを変更することができるO

2 閲覧をする者は､次に掲げる事項を遵守しなければならない｡

(1) 閲覧書類は､前項第 3号に規定する場所以外に持ち出さないことO

(2) 閲覧書類は､T重に取り扱い､破損､汚損または加筆等の行為をしないことO

3 前2項に定めるもののほか､閲覧書類の閲覧に関し必要な事項は､議長が別に定

めるD

附則

(施行期日)

1 この告示は､平成22年4月 1日から施行する｡

(経過措置)

2 改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は､この告示の

施行の臼 (以下 ｢施行日｣というO)以後に交付する政務調査費について適用し､

施行日前に交付した政務調査費については､なお従前の例による｡
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金華分1
別表第 1 (第 3条関係)

項 目 内 容

【 会派が行う福井県の事務および地方行財政iこ
調査研究費 に調査委託に要する経費

(調査委託費,交通費､宿泊費等)

研 修 費 会派が行う研修会､講演会等の実施に必要な売
催する研修会､講演会等への所属議員および三

を補助する職員等の参加に要する経費

(会場費 .機材借上料､講師等謝金､交通

会 議 費 会派が行う会議の開催に要する経費(会場費 .機材借上料等)

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するため
(資料印刷代､原稿料等)

資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書､資当
(書籍購入費､新聞雑誌購読料等)

会派が行 う議会活動および福井県政に関すぞ

広 報 費 する経費

(広報物印刷費､広報物発送料､交通費等)

事 務 費 会派が行う調査研究に係る事務執行に必要な
≡(事務用品等購入費､通信費等)
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経費ならびに他団体が開
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別表第 2 (第 3条関係)

項 目 内 容

!調査研究費 議員が行う福井県の事務および地方行財政に関する調査研究ならび

晶 調査委託に要する経費(調査委託費､交通費､宿泊費等)

1 他団体が開催する研修会､講演会等への議員および議員の雇用す

研 修 費 る調査研究を補助する職員等の参加に要する経費2 議員 (共同開催を含むo)が行う研修会等に要する経費

(交通費､研修参加負担金等)

会 議 費 議員が行う会議の開催に要する経費(会場費 .機材借上料等)

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
(資料印刷代､原稿料等)

資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書､資料等の購入に要する経費 ≡
(書籍購入費､新聞雑誌購読料等)

広 報 費 議員が行う議会活動および福井県政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報物印刷費,広報物発送料､交通費等)

事 務 費 議員が行う調査研究に係る事務執行に必要な経費
(事務用品等購入費､通信費等)

人 件 費 議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

別表第 3 (第 7条関係)

｢m mM 福井県の休日を定める条例 (平成元で

閲覧時間 1項に規定する県の休日を除き､午前

午後 1時から午後 5時まで

年福井県条例第 2号)第 1条第

8時30分から正午までおよび
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福井県政務調査費の交付に関する条例施行要綱

(平成 13年 4月IFヨ制定)

改正 平成 18年 5月 25日

改iE 平成 20年 3月25日

改正 平成 22年 3月 日

(趣旨)

第 1条 この要綱は､福井県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福井県条例

第 36号O以下 ｢条例｣というO)の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡

(会派の通知等)

第2条 条例第5条第 1項の規定により知事に通知する届出事項は､毎年度4月1日

現在のものとする｡

2 条例第 5条各項の規定による通知は､政務調査費の交付を受けようとする会派お

よび議員に関する通知書 (様式第 1号)によりするものとするo

(交付決定通知等)

第3条 条例第6条各項の規定による通知は､政務調査費交付決定 (変更)通知書 (様

式第 2号)によりするものとする｡

(政務調査費の請求)

第4条 条例第7条第 1項及び第 2項の規定による請求は､会派に係る政務調査費請

求書については (様式第3号)､議員に係る政務調査費請求書については (様式第

4号)によりするものとするO

(収支報告書の写しの送付)

第5条 条例第 10条第2項の規定による送付は､政務調査費収支報告書 (写)送付

書 (様式第 5号)によりするものとする｡
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様 式 集

(交付手続き関係)

1 会派結成届

2 会派異動届

3 会派解散届

4

こ)
6

調
員
調
派
調
び
調
調

務
議
務
会
務
よ
務
務

枚
《
政
《
政
お
政
政

[施行規程様式第 1号]

[施行規程様式第2号]

[施行規程様式第 3腎】

(議員) [施行規程様式第4号】

(議員) [施行規程様式第 5号]

けようとする会派 L施行要綱様式第 1号]
】苦
さ更)通知書 【施行要綱様式第 2号]

[施行要綱様式第 3号】

政務調査費請求書 (議員) [施行要綱様式第4号】

(収支報告書関係)

1 政務調査費収支報告書 (会派)

2 政務調査費収支報告書 (議員)

3 訂正届 (会派)

4 訂正届 (議員)

5 支払証明書

6 領収書等添付票

7 政務調査費収支報告書 (写)送付苦

8 支払証明書 (表紙)

9 領収書等添付票 (表紙)

[施行規程様式第 6号]

[施行規程様式第 7号]

[施行規程様式第 8鞘

【施行規程様式第 9号l

l施行規程様式第 10号]

[施行規程様式第 11号】

[施行要綱様式第 5E31

[参考様式 3】

【参考様式4]

(閲覧制度関係)

1 政務調査費収支報翫 賢等閲覧請求若 【施行規程様式第 12妄封

(会計帳簿､活動報告関係)

1 調査研究活動記録表

2 会計帳簿
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施行規程 様式第 1琴 (施行規程第2条関係)

会派名

代表者

福井県議会議長 様

会 派 結 成 届

会派を結成したので､福井県政務調査費の交付に関する条例第4条第 1項
の規定により､下記のとおり届け出ます｡

L.Ll

1 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査費経理責任者の氏名

4 政務調査費の配分額 (1人当たり月額)

会 派

所属議員 円

合 計 300,000 円

5 所属議員の氏名および住所
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施行規程 様式第2巧 (施行規程第2条関係)

｢ 一一 】ー】仙仙ーmmm{

福井県議会議長 様

Egg
ヱく

年 月 日

会派名

代表者

派 異 動 届

異芸票生｡≡のでfヨ福井是望遠完墓芸慧雲諾…き畠与慧墓誌芸雷慧芸雷雲琵 ⊆
規定により､下記のとおり届け出ます｡

.;し1

1 異動年月F:I

2 異動内容

区分 新 一日

…会派の名称

:代表者の氏名 】

;政務調査費…経理責任者の氏名

政務調査費の配分額 (1人当たり月額) 会 派 円 i会 派 町所属議員 円 所属議員 円
≦所属議員数
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方折テ規程 様式第3汚 (施行規程第2条関係)

福井県議会議長 様

′ゝヱ_i:

会派名

代表者

派 解 散 届

平成 年 月 日付けで届け出た会派を解散したので､福井県政

務調査費の交付に関する条例第4条第 3項の規定により､下記のとおり届

け出ます｡

記

1 解散した会派の名称

2 解散した年月日
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施行規程 様式第4埠 (施行規程第2条関係)

会派名

代表者

議員名 印

政務調査費交付辞退届 (議員)

政務調査費の交付を受けることを辞退 したいので､福井県政務調査費の

交付に関する条例第4条第 4項の規定により､下記のとお り届け出ます｡

1 辞退する年月Fl

2 収支報告書の提出El
辞退する臼の翌日か ら起算 して 30口以内に提出しますO
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施行規程 様式第 5号 (施行規程第 2条関係)

福井県議会議長 様

会派名

代表者

政務調査費交付辞退届 (議員)

下記の議員から､政務調査費の交付を受けることを辞退したい旨の届出

がありましたので､福井県政務調査費の交付に関する条例第4条第5項の

規定により､下記のとおり届け出ます｡

記

1 辞退する議員

2 辞退する年月日

3 収支報告書の提出日

辞退する日の翌日から起算して30日以内に提出します｡
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施行要綱 様式第 1号 (施行要綱第 2条関係)

福井県知事 様

福井県議会議長

政務調査費の交付を受けようとする

会派および議員に関する通知書

福井県政務調査費の交付に関する条例第5条の規定により､政務調査費の交付

を受けようとする会派および議員について､ fr記のとおり通知します｡

記

1 会派

別紙のとおり

2 議員
別紙のとおり
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施行要綱 様式第2汚 (施行要綱第3

福井県指令議第 号

条関係)

会派名または議員名

年度政務調査費交付決定 (変更)通知書

福井県政務調査費の交付に関する条例第 6条第 項の規定により､下記
のとおり 年度政務調査費を交付することに決定したので (交付決定を

変更したので)通知するo

年 月 日

記

交付決定額

年 月～ 年 月分

年 月～ 年 月分

年 月～ 年 月分

年 月～ 年 月分

(変更前の交付決定額

(今回交付決定額
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桜式第3喜子(施行要綱第4条関係)

福井県知事 様

会派名

代表者

年 月 日

年度政務調査費請求書 (会派)

福井県政務調査費の交付に関する条例第 7条第 項の規定により､ ド記

のとおり政務調査費を請求 しますO

ただし､ 年 月～ 年 月分 (所属議員数 名)

ーm Mmm m m山】 書
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施行要綱 様式第4号 (施行要綱第4条関係)

議員名

L'f: H H

福井県知事 様

年度政務調査費請求書 (議員)

福井県政務調査費の交付に関する条例第7条第 項の規定により､下記

のとおり政務調査費を請求しますO

ただし､ 年 月～ 年 月分
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施行規程 様式第 6汚 (施行規程第4条関係)

福井県議会議長 様

年 月

政務調査費収支報告書 (会派)

福井県政務調査費の交付に関する条例第 9粂第 項の規定により､下記の

とお り 年度の政務調査費の収支を報告します0

..L!

1 収 入

項目 支出額 (円) 備 考

;調査研究費 i

研 彦 資

会 義 費

資料作成費

資料購入費

広 報 費 ｣

事 務 費

人 件 費

合 計

-53-



政 務 調 査 費 集 計 表 (会派)



施行規程 様式第 7号 (施行規程第4条関係)

収 入 額 (円) 備 考

- 5 5 -



政 務 調 査 費 集 計 表 (議員)



施行規程 様式第8号 (施行規程第4条関係)

福井県議会議長 様

会 派 名

代表者氏名

訂 正 届 (会派)

福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程第4条第 2項の規定により

年 月 日付けで提出した ｢ 年度政務調査費収支報告書｣につ

いて､下記のとおり訂iELますO

‖Ll
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施行規程 様式第9号 (施行規程第4条関係)

年 月 日

福井県議会議長 様

議 員 名 印

訂 正 届 (議員)

福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程第4条第 2項の規定により､

年 月 口付けで提出した ｢ 年度政務調査費収支報告書｣につ

いて､下記のとおり言丁正しますD

記

訂正する箇所 訂正前 訂正後

】∃ 芦育 ≡∃
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施行規程 様式第 10号 (施行規程第5条関係)

支 払 証 明 書

整哩番号 支払年月日 使途項目≡ 支出科目 使 途 内 容 費用内容 政務調査費充当額(支払鎮) ≧ 摘 要 】E ∃

】≡≡き≦【≡【 円 拒 離 km按分率 書( 門) 摘 要 仙 ｣

I ≡∈ 円 距 離 km按分率 - ｣

管喜 ;【 ∃≡【ド ∃≡2F 円 拒 離 km按分率

∃E ∃ i 】≡ 言【 ≡【 円 ∈ 距 離 ′km按分率

(注 1)旅費の場合,｢摘要｣欄に ｢削',j地｣および ｢移動岸牌 と(km)｣を記載すること｡

(注2)按分により支出を行った場合､｢摘要｣欄に ｢按分,TjSJを記載することO

(注3)政務調査費充当額と異なる場合､｢支払額｣を記載する｡

上記のとおり相違ありませんO

提出者
会派にあっては名称および代表者名

議員にあっては議員名



施行規程 様式第 11号 (施行規程第 5条関係)

領 収 書 等 添 付 票
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福井県知事 様

福井県議会議長

年度政務調査費収支報告書 (写)送付書

福井県政務調査費の交付に関する条例第 10条第 2項の規定により､

年度政務調査費収支報告苦の写しを別添のとおり送付しますO
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参考様式 3

句∃匡ヨ

支 払 証 明 書

会派名または議員名
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参考様式 4

句∃匿室

蘭 収 書 等 添 付 票

会派名または議員名
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施行規程 様式第 12号 (施行規程第7条関係)

政務調査費収支報告書等閲覧請求書

整 理 番 号

閲 覧 年 月 日 i 年 月 _､日

住 所

氏 名

電 話 番 号

政務調査費の交付対象年度

(注 1)太線の枠内を記入してくださいQ

(注 2)特定の会派または議員に係る政務調査費収支報告書等の閲覧を請求するときは､

｢備考｣欄に会派名または議員名を記載してくださいO
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参考様式 1

政務調査研究活動記録表

会派名または議員

活 動 番 号 E 使途那 書 l活 動 R f 年 月

使 途 内 容

開 催 場 所

!相 手 方

参 加 者

費 用 内 訳

ー65-



参考様式 2

年度第 四半期

政務調査費 会計帳簿
会派名または議員名

整理番号 収入または支払年月日 使途 (収入)項 目 使途内容 収入または支出科目 受用 (収入)内容 摘要 収入額 支払額 %%,q



市 町 名 永平寺町 池 田町 蕪凄前町 凄前町 生浜町 高浜町 お奉い町 若狭町
19 皇 20 21 ･22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

"oP 蒜 松岡町 永平寺町 上志比好 池 田町 南条町 今庄町 河野材 朝日町 宮時好 建前町. 蒜田町 真顔町km(内高菜) 高浜町BE喜ま 金額(円km(内高山 大坂町 名田庄柑 三方町 . 上中町

BE#hl漂 芸;闇 歴監 禁 芸 産簾 金額(円)km (内育護)頂 慧T慧 慧 遊覧 禁 芸 道監 Fh%'芸 道慧 fh%}芸 距監 禁 芸 距離 金額(円) 題辞 金額(円) 距慧 金禦 芸 題慧 農 芸引題監 農 芸 %

･ぎ- 市 9,9 333 13_6ー 481119.21 703 3一,9Jl,ユ47 35012095 394事2343 405 2080 159 555 2581 925 29.7 1,073 22.0 8ユ4 73.9(4,151 130.9 6,26】 (1,450h3一,ーi6,29 日8D 5816 ー18D 5,816 8一.3 4,447 947 4.928

Z Z ⊆ 日 800) H 900) (600) I i(1,450) ) 450) (i. l(i,450) (1,450)2i美 山町 185 666 19ー6 703124.6i B88 16.1f 592 41_5r2,317 45.8 2,565 47,0 2,339 27.2 999 34,8日,258 1244 6038 1244 6 87.7 669 ー01.1 5,187

i 日 800) (goo) (GOO) i 15) 1(1.450) (i o) (1】50) ( SO) (1.450)

3書- 秤中 鰍 町 一望旦 艮 ぷ 封 3B-2事1,406 45ー2Z1,665 57.1日 ,887 40.9-1,480149_3日 ,81-3量30,8日 ,110!20,1 740 24_6 888 ー53 555 206 150.8 6,75 144.1 6,28 144.ーF6,528i97-7 も789 1日.2 5,307

i 書 i i i l ー Z E
) (1.200) (1oo) ～(1.200)1 (1,o) (1.200)

1臥8 666ー2乙51 814 28_011,036 36_l l,332 25,9i 925 34.日 1,25813ー3 1.147 9-5ト 333 16-7巨 92 205J 740 ー29 44 826 4484 ー334 6371 1268 6 12 726_7 6, 2 90.D 780 lO3.5 5.261

F f i i l J i 1(1,450) (1.450) (150) (1, ) ( 50) (i,450)毅郎 Si 64_6 4,01868.3 4,166 74.4も388 596 3233 323 1884 3ー8日 847 28111926 464 2592 544 3048 ー42 518 65.0 2,405 58.4 2 46 ､58,312 6 2ー_6 777 35｣11,295

(1,650) (i.650) (1.650) (1.050) (700) l(700)! …(890) (ago) (1050) (890) (1050) i 】(1,650) (i,650) (1,650) .(1,050) ～(700)! 日 700)i H 890)ー (i.200) (1,050) (890) (lO50)

大野希 3ー3L1147ー2Bーh o36 21.8 777 28711,036 55,日 2,835 59,513,083[603 2,220 40_9 i,480 48ー5 1.776 56_ー 2,072 48_4 ま,776 94.0ー4,928 ー44_7 6,778 138ー 6 56 138.116,556日01.4 5,187一一一4.8ー5,668

皇 l i I I(800) 日900)I
l(1,450) (1,450) (i, o) (i, ) ( SO) (1,450)車 - 45_01,665 55.9 2,035 82_日 3.834 86.4 4,0821873 3,219 67.8 2,479 75-4 2,775 83.013,07ユ 75.4 2,775 ー2D.915,890 171.7 7,777 165.1 7555 165.0 7,55 128ー3卜6 86 ー4一.8 6.667

Z l(800) (goo)i ⊇ 【 i(1,450) (1,450) (1,450) (1一450)l i(150) (1▲450)- 市 9i 1ー_2L 407 3BB 1,406 58ー6 3.146 63_0 3.381i64_8)2,368 45.l l,665 527 1.924 59_1 2.183 5一,5 1,887 97_5 5.239 ー48,2事7∫126 141,6 6,867 14一.616,867日04ー9 5 98 日B.316▲016

I ! (i,000). (i.Oヨo)】 1
I (i,650) i(1,650) (1,650) 1(1.650)I (1,650) 1(1,650)

219事777S256ー 92Si312ー1147 23,6i 851 16.51 592 24.8 888L24_71 888 6D.0 3,420 ー10ーEEl5,270 ー04.1 5,048 104.f 5,048167.4i3,679 80-814.160
鯖江市 l ! l i i i t

(1,200) i(i,ZOO). (1.200) (i,200)事 L(1,200) i(1,200)
あわら市 ll 金淳町 ー63 592i784Z 6661245 888 47.9 ユ,739 53,2 3,ul 57.6 3,359 58.BZ3,096135.0 1,295 42,6日.554 46.3 1,702E38_6日 ,406 92_ー 5,204 11手2_9 7,054 1362 6,832 136.2 6,832 99.5 5,463 113.0 5,981

F i (1.150) (1250) 7(950)i J J (1,BOO) (1.800) (1800) (1,oo) (1,800) (1,BOO12 1,036 51.6 1,887 569 3222 613 3507 584 21461350 1295 44.5 1,628 47_5t1,739I40.6 1,480 95_8き5,315日46.6 7,202 14D.0 6,980 139.9 6,943 103.2 5,611 116_7 6,092
I 1 (1150) (1250) l l F 【(1,800) (1,800) (1,800) (i.800) (1,800) (1月oO

盆前市 13 武生市 305ー1860 342ー20081403E2230 195 703 851 2961167 592 162 592 118 407 10▲41 370 22,1号 814114.41 518 56.8 3,122 107.6 5,009 ー01,0 も787 101.0】4787 64_2

ー(750)l l(750)1 ⊇(750) 】
r l l (1,050) (1.050) (i.050) 臣. )～ (,oヨo) (1,05014 今立町 3ー_6 1,897i35.412,045 41.4 2,267 ー3.8 481 15_8 555幽 23,9 851 16.1 5r92 18.5 666 580 3196 1088 5046 102一丁 ,824 ー02一一 4 24165_5 3,455 78.8 3,936

(750)Z (750) (750) i
i(logo) (lose) 050) (i, ) ー(1.050) (i,Oヨo

坂井市 15 23ー 851 253与 925!313 三147 519-11887l615i3407i65813655 566F2072 347h 2由 446 1628 42011554 409f1480 1003Z5500 ー51117387日445 ,128 ー44_517 28 ー07.9 5,759 ー20.9 6,240

- i Z 】 (llSO)l l(1250)I l 弓 t i (1800) (1,BOO)EJ (,BOO) kl, )i (i,800) (i,員oo16 845 296i105育 37Oi166F 592 404 1480 452 2815壬49613063F508 2800 275 999i351ー1295 415ー1517 340 1258 84ー 4908 1349 6,758h2B.3 36 了28216536 91.7t5,167 104_6 5,648
Z L t F (1ユSO) (1250) i(SSD) 一 一 (1月00) l(i,8001 ㌧1 o)i ) H1,800) (i.800

707F 370ZIZ9J 4各41189 666 40_4 1,4BO 851 33_ー 1,221 88,0 5,056 138.8与6,906 132_2ー6,6841132.日 6,684i95ーSt5,315
E を I(1150)i i(1250)I I ー (1.800) u1,800) (1,800) . l(i,800)Z i(i,800) (i.800440 1,628 49.3Z2.963 53.6j3,211150_7 1,850 27.7 999 37,6 1,369を4ー_4妄1,517 33,8 1,221 88_215.056i138.9 6,90S t32_3 6,684 132.3 6,684 95_7Hl.150) ～(1,250)l l l l i(1,冨OO) 事(I,800)l i( oo)I (1.8OO) .800) (1.800)永平寺町19松岡町 汝 4DZ 148 10_0 370 35.l l,295 34-9 2,258 41一9 2,567 44.ー 2,378 28_9 1,636 39.9 2.043 44.日 2一228E36.4i1,932 76,7F4,462 126.9 6,312 120.8 ,090日20_8 60901841ー4758Z975 15239

i (1,000) (1,050) (750) (GOO) (600) i(600)E ‡(600) (1βSO) (1,650) .650) (1.650)1 i(1,650)l l(1.650)20永平寺町40148芦艶 窮 681 222 35.1-1,295 38,612,406 45.6 2,715 47.8 2,489H 2_611,784 43_612,191 80_4 曳610 130-6 6,460 124_5 ,238 ー24.5 .238187.8i4,869110ー_2 5,387
+ 謹 l (1,OOO) (1,050) _(750)i (伝DO) (600) (600) .(600) 1(i.650) (1,650)p ー(.650)l l 50)l 1(lJ550)I (i,650)21上志比村 10.0 3701 6.B～ 222 弓40.0 1,480 44_6 2,628 51.612,937 53.9 2.711 385 2,006 49.6 _7i2,561 46.1 2,302 86.5 4,832 136_7 6,682 130.6 6～460 130.6 60 93_9 5,091 107,315,609

池田FT 22 35_11295 35_一日 295140.0 1480 鰐 24_51 888 32.7i1,184 3乙7 1,184 29.7 1,073 31.8日,147743rSl1,591135.ちll,295 71_6 3,677 12一.8t5,527 115_8 ,305 115.7 5,305179.0号3,973ー92_5i4,454
i l i i i Z f (1,OSD) i(1,050) ,050) .OSO) 】(1,050)l l(i,050)

蕪越前 23 南条町 34,92.258 38_6 2,406 44.6 2628 24.5 888 8.4 296 は8 666 ー9.1 703 18.4! 666 30_1.1,110 22_4 814 44,4 2.328 94,6 4,178 88_5 .956 88,5 ,956 51_812,587 65_2 3,105

(1,000) (1,000) (1,000)
(700) (70o) (700) (700) i(TOO) (700)24 今庄町 32_7 1184 84 296 柑 妓 270 999 273 999 26▲6 962 38_3 1,406 30,6 1】110 43月 2,291 94.I 4,178 3,956事51_2 2,587164.7 .3,068

(1,050) (1,050) (1,050) ･-
(700) (70o) (700) (700) (700)ー (700)25 河野打 44.12,378 47ー8 2,489 53.9 2,711 32_7 1,184 18_8 666 270 999轍 蒲瑞簡 細 40.1 2.370 90.3 4,22D 84.2 3,998 84_2 3,998 47_5壬2,629 60,9 3,110

(750) (750) (750) i こ+ ∵
(END) (890) (890) (890) i(890) J(890)26 朝日町 舶 封 32-6 1,784 38ー5 2,006 29.7 1.073 ー9.1 ､703 pal譲 り 1 40 66.5 3,642 116_7 5,492 一一06 5270 110_6 5,270 73.9も3,901 87_4 4,419

(600) (600) (600) ･■
(1200) (ユ20O) (1200) (1,ZOO)≧ L(1,200) (1,200)

王客筋町 27 宮暗柑 39.92,043 43ー6 2,191 49.6 2,413 3一.8 ユ,147
407 4.0 148 664 3492 1166 5342 日O5 5120

(βOD) (600) (600)
誠凄 (1050) (1050) (1050) (1,050). (1.050) (i,050)28庫 町 44_1 2.228 47_8 2,339 53r7 2,561 43_5 1.591 30_l l,110 38.3 1,406 15.6 555 ー5.4 555 17.7 40 拙 宅瑞 7.7 259 55ー6 2925 ー058 4775 998 4,553 99.7 4,553

(600) (600) (600) i 脚 (890) (8g0) (890) (890) (890) (890)2g 縫取町 36_4 1,932 40_1 2,080 46.1 2,302 35_8 1,295 22.4 814 3〔)ー6 1,110 7B.6 666 8 7一7 259は要望麗 拙 淳L毒70.3 3640 1205 5490 日45 5268 1145 5268 777 3899!912 4417
(600) (600) (600)

(1050) (IDち0) (1050)与 1(1050)1 (1,050) (1.050)美浜町 30を 767 4,462 BO_4 4,610 86.5 4,832 71.6 3,677 44.4t2,328 43.8 2,291 40_1 2,370 66_5 3,642 66.4 3,492 55_6 2.925 70_3 3.64 87 452 1665 452 1,665 8_S 296 219 777

(1,650) (1.650) (1,650) (i,050) i(700) (700) (890) (i,ZOO) (1,OSo) (890) (1,05 二＼~
高浜町 31l 126.9ls,312 730.6 6,46O 736_7 6,582 127.8 5.527)淡 黒 幕 141 鳳 雪 署 一一6_7 5,492 日6.6ー5,34 513 1-88 ji批 77 259 242 888 450 1555 306 1110

i(1,650) (1,650) (1.650) (1.050 (i,2DO) i(1,05 (890) (1,050)

おおい町 3車 飯町 120_8 6,090 124.51(≡,7625308,ユ当 (≡.,6456.0 HS_8 5,305
0 99.8 4,55.3 114r5 5.268 45_2 1,665 7.7 259.:;没瀧 芳賀 聖~ミ259 925 383 ユ406 239 851

(i,550) ) (1,Oヨo) (700) (700) (ego) (1,200) (1.05o) (890) (1.050)
～

(1,550) (i,650) (ユ,650) (1,050) (700) (700) (890) ⊥旦ADO) (1,05o) (890) (1.05)

.若狭町 84_1 4,758｣当 意諾 う澄 墨 笠 ユ 79ー0 3.973,liiAL%508.7,A Z+ % 801,雪 一驚 9, 73_9巨悪 確 1 63_0 3.22ユ 77_7 3.8 85｣ 296 450 1665 33.3 1,406

) (1,050
o) (890) (1.05

3車 叩 皿 m5,239 汁- -揺 井. 情 n7r,.i- 昌 宏 で- 艮 砦 ､- - .-,--- .---ユ ニ --.





旧市町村庁舎間距離図

(嶺 南 )

大

√ヽ

福井市役所と旧市町村庁舎間の距聯 (37即 kTn)

市町名旧市町村名 距離(kn)金額(円)うち高意料金(円)
美山町 16.5 592

福井市 越廼村 26.2 962

清水町 9.4 333

敦賀市 62.0 3,744 1,450

小浜市 104_9 5,298 1,450

和泉村 57.2 2,109
勝山市 29.9 1,073
鯖江市 14.0 518

あわら市 金津町 19.8 703
芦原町 20.4 740

越前市 武生市 27_7 1,599 600
今立町 -19.5 703

坂井市 三国町 20_5 740丸岡町 12_3 444

春江町 9.0 333

坂井町 13_5 481

松岡町 9_9 ■ 333

永平寺町永平寺町 13ー6 481
上志比村 19_2 703

南条町 350 2,095 800

甫建前町 今庄町 394 2,343 900

河野村 40.5 2,080 600
朝 日町 15.9 555

越前町 宮蜂村 25.8 925
汚 越前町 29_7 1,073

耗田町 22.0 814

美浜町 73.9 も151 1,450

高浜町 130.9 6,260 1,450

おおい町 大飯町 118.0 5,816 1450
名 田庄村 118_0 5,816 1450

若狭町 三方町 81_3 4,447 i,450



市町堵 旧市町村名 埠離(bd金額(円).うち高遠料金(円)

美山町 16.5】 592

福井市 越廼称 26.2 962

清水町 gA 333

敦賀市 62_0 .3,744 1,450

小浜市 104_9 5,298 1,450

大野市 大野希 30_2 1,110
和泉村 57_21 2,109

勝山市 29_9 1,073

鯖ねこ市 14_0 518

あわら市 金津町 19.8 703
芦原町 20_4I 740

越前市 武生市 27I7き 1,599 600
今立町 19_5 703

三国町 ] 20.5 740

坂井市 丸 ■町 12_3 444
春江町 ･9_0 333

坂井町 13.5i 481

永平寺町 松岡町 9_9 333永平寺町 13_6 481

上志比村 19_2壬 703

鞄田町

南建前町 南条町 35_0 2,095 800今庄町 39_4t 2,34:3 900

河野村. 40.51 2,080 600

越.一山町 朝日町 15.9f 555宮崎村 25,81 925

即｣ 越別町 297i 1073

級田町 22.01 814

美浜町 73.91 4L51 1,450

高浜町 130.91 6,260 1】450

､お 町ヽ 大飯町 118両 5,816 1,450
名 庄村 11801 58

若狭町 三方町 81.3 4,447 1,450




